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R2.9.1（火） 

福祉保健部保健センター 

℡ 0766-５２－７０７０ 

資料４  射水市産後家事サポート事業を始めます 

 
出産後、２か月間は母体への負担が大きく、心身ともに不安定になりやすい時期で

あるといわれています。このことから、本市では、県の新規モデル事業を利用し、母

体の負担軽減と産後うつ予防を図るとともに家族の子どもへの愛着形成に資するた

め、ヘルパーを派遣し家事・育児支援を行う産後家事サポート事業を行います。 

 

（MS明朝 12ポイント 太字） 

令 和 ２ 年 ９ 月 

市長定例記者会見 

１ 対 象 

  出産後２か月以内の子どもがいる家庭 

 

２ 援助内容 

  家族どなたかの在宅時に、ヘルパー（家事代行サービス事業者）による家事・育児

を中心とした援助を行います。 

 【家事援助】 

  ・食事の準備、掃除、衣類の洗濯、買物等日常的な家事の援助 

 【育児援助】 

   ・授乳、おむつ替え、沐浴介助、適切な育児環境の整備など、産後育児のお手伝

いを中心とした援助 

 

３ 事業内容 

（１）利 用 回 数  上限５回（出産後２か月以内） 

（２）派 遣 時 間  ２時間以内/回 

（３）曜日・時間  月曜日から金曜日 午前９時から午後５時 

          （但し、祝日及び年末１２/２９～翌年１/３を除く） 

（４）利用者負担  １５００円/回 

              （非課税世帯、生活保護世帯は無料） 

 

４ 事業開始時期 

  令和２年１０月 

 

５ 今後の予定 

  県でサービス事業者を決定し、９月上旬に市とサービス事業者で委託契約を締結 

予定です。詳細が決まり次第、広報やホームページにて周知します。 

 


